【経過措置対象者用】
別記２
１　経過措置対象者について
　（１）　経過措置対象となる公署
[image: ]

（２）経過措置が適用される職員
	
	令和７年３月３１日において、寒冷地手当を受給していた
	令和７年３月３１日において、寒冷地手当を受給していない

	経過措置対象地域・公署
	○
	×


　　　　　※通常の寒冷地手当対象者については別記１を参照すること。
　　
上記に掲げる職員との権衡上必要があると認められる職員（割愛、派遣等）も対象となるが、詳細は運用基準第１の(15)のイを参照すること。なお、疑義がある場合は職員課へ問い合わせること。
　　
   （３） 経過措置期間中における支給額（みなし寒冷地手当額）の算定方法等
        ア　 経過措置適用者に対しては、基準日（R7.11.1）におけるその基準世帯等区分（令和
７年３月３１日以降における世帯等の区分のうち、寒冷地手当の額が最も少ない世帯等
の区分をいう。よって、令和７年４月から10月までの期間も算定の対象とする。）をそ
の世帯等の区分とそれぞれみなして寒冷地手当の額を算出する。
　　　　イ  特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、令和７年３月３１日において旧寒冷地等
在勤等職員であった者であって、令和７年４月１日から基準日（R7.11.1）の前日まで
の間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったものに対して
は、その期間を特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして手当を支
給する。
  　　  　  ただし、当該手当額より令和７年度は６，６００円を、令和８年度は１３，２００円
を減じて支給する。
	期間
	支給月額

	令和７年１１月から令和８年３月まで
	みなし寒冷地手当額 － ６，６００円

	令和８年１１月から令和９年３月まで
	みなし寒冷地手当額 － １３，２００円



２　所属において必要な手続き
（１）　認定権者は、庶務システム対象職員以外の職員については、令和７年１１月１日現在の状況について、「世帯等の区分届出書」（別紙様式第１号又は様式第３号（経過措置対象者用）以下「届出書」という。）を提出させ、その記載内容を確認し、認定を行う。
       その後、世帯等の区分に変更があった場合や指定公署に在勤している職員の住所 に変更があった場合には、「世帯等の区分の変更届出書」（別紙様式第２号、以下「変更届出書」という。）を提出させ、認定を行う。
      　届出を必要とする職員については、運用基準を参照すること。　
                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）　認定を行う際、届出書の「※ 認定欄」の各項目について、次のように記入する。
　　　○世帯等の区分届出書（別紙様式第３号）経過措置対象者
経過措置対象者においては、令和７年３月３１日において旧寒冷地手当が支給されていた職員の同日現在の住所及び世帯等の区分を随時把握する必要があることから、次により記載すること。
 　　　　（1)　 令和７年３月３１日現在の住所と現在の住所が同じ場合
　　　　　　　様式余白（最下段）に「現住所と同じ」と記載すること。
 　 　　　(2)　 令和７年３月３１日現在の住所と現在の住所が違う場合
　　　　　　　様式余白（最下段）に令和７年３月３１日現在の住所を記載すること。



         ※記入例は別紙、参照
	項目名
	記入内容

	基準日
	１列目「7.3.31」と記入する。
２列目「7.11.1」と記入する。

	認定年月日
	認定を行った日を記入する。

	居住地要件
	旧指定公署に勤務している職員についてのみ記入する。
居住地要件を満たしている場合　→　「○」を記入する。
居住地要件を満たしていない場合　→　「×」を記入する。

	地域等区分
	所属公署の地域区分に応じ、別記「地域等区分表」の中から、該当するコードを記入する。

	地域等区分
	基準日が「7.11.1」…「５」と記入する。

	世帯等区分、居住地の変更年月日及び変更事由
	変更届出書の提出があった場合に記入する。（変更届出書の提出があった場合は他の項目についても記入する。）

	備考欄
	夫婦双方が給与条例等適用職員である場合、配偶者の世帯区分を記入し、必要に応じて配偶者の所属に確認すること。（夫婦双方が給与条例等適用職員である場合、別居していない限り、双方が世帯主となることはできないため。）

	みなし
	地域等区分
	基準日が「7.3.31」…「８」と記入する。
基準日が「7.11.1」…「８」と記入する。

	
	世帯等区分
	基準日が「7.3.31」…R7.3.31の世帯区分を記入する。
基準日が「7.11.1」…R7.3.31以降における世帯等の区分のうち、最も低廉な額となる世帯等区分を記入する。 なお、「みなし」欄の記入には、R7.3.31における地域区分と世帯区分の認定が必要になってくるので、令和6年度の「世帯等の区分届出書」及び「世帯等の区分の変更届出書」を必ず確認すること。



　　　※新支給地域及び新指定公署に係る市町村とは、R6.4.1現在の行政単位としその後、将来における合併等は考慮しない。（支給規則別表８の２参照）
　　　※旧支給地域及び旧指定公署に係る市町村とは、H26.4.1現在の行政単位とし、その後、将来における合併等は考慮しない。（旧支給規則別表８の２参照）
 



　○　地域等区分について
　旧指定公署においては、次のとおり記載する。
	「居住地要件」欄が「○」の場合
	所属公署の地域区分に応じ、別記「地域等区分表」の中から、該当するコードを記入する。

	「居住地要件」欄が「×」の場合
	空欄とする。


    　※「居住地要件」　…旧指定公署に在勤する職員のうち、当該公署の所在する旧市村又は旧支給地域に居住する者が該当する。この場合の市町村・地域は、平成２６年４月１日におけるものとする。 
  
大学院派遣等の職員については次のとおり記載する。
	職員の区分
	地域等区分

	上越教育大学大学院又は福島大学大学院に派遣されている職員
	「０」（支給対象外）

	兼務職員（支給地域又は指定公署に在勤している場合）
	勤務地の地域等区分

	充て指導主事（支給地域に在勤している場合）
	勤務地の地域等区分

	臨時休業中の学校に所属する職員（支給地域又は指定公署に在勤している場合）
	勤務地の地域等区分


    　※上記の場合（上越教育大学大学院又は福島大学大学院に派遣されている職員を除く。）で、経過措置対象者については、支給地域・指定公署は各々、旧支給地域・旧指定公署とし、地域等区分は「５」と記入。

（３）　令和７年１１月２日以降、所属異動があった支給対象職員
異動後の所属で再度届出書を提出させ、上記(1)の例により認定手続を行う。

（４）　再任用職員に係る認定について
　　　　　令和６年１１月時点で定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員である場合、旧支給地域又は旧指定公署に在籍していたとしても令和７年度の経過措置対象とならないため、留意すること。



４　給与マスター基本（修正）通知書９の作成
  　前記１により認定した結果に基づき、今回送付した給与マスター基本（修正）通知書９参考資料（以下「参考資料」という。）を参照し、「給与マスター基本（修正）通知書９（以下、「通知書９」という）。」を作成し通勤手当等の各マスター入力通知書と同様に、職員業務課のRPAへ提出すること。

（１）　参考資料について
    ア　出力対象者
        令和７年９月例月処理時に給与マスターに登録があり、退職コードが入力されていない職員で、自動セットされた地域区分が支給対象地域となっている職員（庶務システム対象職員を除く。）。
　　イ　出力内容 
	欄
	項目
	　
	　

	入力項目
	現所属
	地域区分
	現在の所属(令和７年９月現在）の地域区分コード  「８」又は「５」で出力
　※「８」…支給地域
　※「５」…非支給地域（寒冷地手当改正前は支給地　　　
域であったが、改正後は非支給地域となる地域コード）     

	
	
	世帯区分
	令和7年3月の寒冷地手当の世帯区分の状態を引継 

	
	みなし
	地域区分
	令和７年３月３１日における地域区分コード 「８」又は「０」で出力
　※「８」…令和７年３月３１日から引き続き在職　
し、令和７年３月３１日に寒冷地手当が支給（経過措置適用者含む）されていた職員については、令和７年３月の状態を引継
※「０」…令和７年３月に寒冷地手当が支給されていない職員、又は、令和７年３月３１日
から引き続き在職していない職員

	
	
	世帯区分
	令和７年３月３１日から引き続き在職し、令和７年３月において、寒冷地手当が支給(経過措置適用含む)されていた職員については、令和７年３月の状態を引継


            
（２）　参考資料と内容が異なる職員
下記に該当する場合は、参考資料の内容を修正の上、通知書９に転記すること。
    
     ○経過措置対象者
    　ア　届出書に基づき認定を行った区分等と参考資料に出力されている次の該当
  　　　区分が異なる職員  
	届出書の認定欄
	参考資料の入力項目欄

	地域等区分
	現所属
	地域区分

	世帯等の区分
	
	世帯区分

	みなし
	地域等区分
	みなし
	地域区分

	
	世帯等の区分
	
	世帯区分


    イ　参考資料には出力されていないが手当支給対象となる職員（令和７年１０月割愛採用となった職員等）
    ウ　参考資料に出力されているが手当支給対象外となる職員（なお、参考資料に出力されているが、みなし地域区分が、「０」の場合は、経過措置対象外となるため修正不要。）

（３）　入力の方法
    ア　参考資料の内容を通知書９へ貼り付けし、必要に応じて内容を修正後、職員業務課のRPAへ提出すること。
　　　　　※　平成３０年４月～令和７年３月までの認定内容を入力する場合は、「みなし」項目には入力しないこと。
    イ　参考資料に出力されていない職員については、通知書９に貼り付け後、直接通知書９に入力すること。
　　　　　※令和７年１１月以降の寒冷地手当について、「みなし」項目に必ず入力すること。
    ウ　在勤公署と勤務公署を異にして派遣等されている職員については、派遣等されている地域の地域区分に修正すること。
    エ　旧指定公署に勤務している職員で、居住地要件を満たさない場合は、現所属の地域区分及び世帯区分の両方に「０」と記入すること。あわせて、みなしの地域区分及び世帯区分にも「０」と記入すること。
    オ　参考資料に出力されているが手当支給対象外となる職員については、現所属の地域区分及び世帯区分の両方に「０」と記入すること。なお、経過措置対象者については、みなしの地域区分)及び世帯区分(23カラム)にも「０」と記入すること。
    カ　所属の全職員について修正者がいない場合でも、通知書９を作成し、職員業務課のRPAへ提出すること。

（４）１１月例月の給与データ入出力システム入力期限日後
      ア　令和７年１２月以降の通常の例月スケジュールにより、通知書９を作成し、処理すること。
  　　イ　世帯等の区分変更及び所属異動等があった場合は、令和７年１２月以降の通常の例月スケジュールにより、通知書９を利用して処理すること。
別記
[地域等区分コード]   
	改正後の区分
	改正前（R7.3.31）の地域区分
	コード

	支給地域
（指定公署を含む）
	　札幌市
	9

	
	　札幌市以外
	8

	非支給地域
	　支給地域
	5


                                                          
［世帯区分コード］   
	区分
	コード

	
世帯主である職員
	扶養親族のある職員
	1

	
	その他の世帯主である職員
	3

	そ　の　他　の　職　員
	4


                                                          

【参考】支給額                                                                 
  
	
地域の区分
	世帯等の区分

	
	世帯主である職員
	その他の職員

	
	扶養親族のある職員
	その他の世帯主である職員
	

	札幌市
	２６，０００円
	１４，５００円
	９，８００円

	上記以外の地域
	１９，８００円
	１１，４００円
	８，２００円


　　　※経過措置対象者
令和７年１１月から令和８年３月まで６，６００円減額
令和８年１１月から令和９年３月まで１３，２００円減額


＜経過措置対象者＞
	[bookmark: _Hlk209698933]［事例５］R7.3.31から地域等区分・世帯等の区分に変更がない職員の場合（支給地域）
・地域等区分「５」（石川郡石川町：旧支給地域）
・世帯等区分「１」（世帯主・扶養親族有）	
○みなし→地域等区分「８」、世帯等区分「１」

	※ 認 定 欄
	基準日
	R7・3・31
	R7・11・1
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	認定年月日
	
	
	
	
	

	
	居住地要件
	
	
	
	
	

	
	地域等区分
	
	５
	
	
	

	
	世帯等の区分
	

	１
	
	
	

	
	世帯等区分の
変更年月日及
び変更事由
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	みなし
	地域等区分
	８
	８
	
	
	

	
	
	世帯等区分
	１
	１
	
	
	

	
	認 定
権 者
	担当者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	［事例６］R7.3.31から地域等区分・世帯等の区分に変更がある職員の場合
・地域等区分「５」（石川郡石川町：旧支給地域）
・世帯等区分「４」→「３」（世帯主・扶養親族なし）	
○みなし→地域等区分「８」、世帯等区分「４」
※世帯区分は当該職員のR7.3.31以降最も少ない区分で計算するため「４」
となる

	※ 認 定 欄
	基準日
	R7・3・31
	R7・11・1
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	認定年月日
	
	
	
	
	

	
	居住地要件
	
	
	
	
	

	
	地域等区分
	
	５
	
	
	

	
	世帯等の区分
	

	３
	
	
	

	
	世帯等区分の
変更年月日及
び変更事由
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	みなし
	地域等区分
	８
	８
	
	
	

	
	
	世帯等区分
	４
	４
	
	
	

	
	認 定
権 者
	担当者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	［事例７］R7.3.31時点で旧支給地域に勤務し、R7.4.1より旧指定公署へ異動となった職員の場合
・地域等区分「５」（石川郡石川町：旧支給地域）
・世帯等区分「４」（その他の職員）	
○みなし→地域等区分「８」、世帯等区分「４」

	※ 認 定 欄
	基準日
	R7・3・31
	R7・11・1
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	認定年月日
	
	
	
	
	

	
	居住地要件
	
	
	
	
	

	
	地域等区分
	
	５
	
	
	

	
	世帯等の区分
	

	４
	
	
	

	
	世帯等区分の
変更年月日及
び変更事由
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	みなし
	地域等区分
	８
	８
	
	
	

	
	
	世帯等区分
	４
	４
	
	
	

	
	認 定
権 者
	担当者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	［事例８］旧指定公署に勤務し、令和6年度寒冷地手当支給対象となっていた職員で、継続して旧指定公署で勤務し、旧指定公署と同一の市町村に居住している職員の場合
・地域等区分「５」（旧指定公署）
・世帯等区分「３」（世帯主・扶養親族なし）
※　居住地要件を満たしているため、「居住地要件」欄に「○」を記入し、みなし地域等区分には「８」を記入する。

	※ 認 定 欄
	基準日
	R7・3・31
	R7・11・1
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	認定年月日
	
	
	
	
	

	
	居住地要件
	
	　　 ○
	
	
	

	
	地域等区分
	
	５
	
	
	

	
	世帯等の区分
	

	３
	
	
	

	
	世帯等区分の
変更年月日及
び変更事由
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・
	・   ・

	
	みなし
	地域等区分
	８
	８
	
	
	

	
	
	世帯等区分
	３
	３
	
	
	

	
	認 定
権 者
	担当者
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〇経過措置対象となる公署（旧支給地域） 〇経過措置対象となる公署（旧指定公署）

所属名

安達郡大玉村立玉井小学校 二本松市立塩沢小学校 須賀川市立白江小学校

安達郡大玉村立大山小学校 二本松市立原瀬小学校 須賀川市立長沼中学校

安達郡大玉村立大玉中学校 二本松市立大平小学校 須賀川市長沼学校給食センター

岩瀬郡天栄村立大里小学校 二本松市立石井小学校 白河市立白河第四小学校

岩瀬郡天栄村立広戸小学校 二本松市立小浜小学校 白河市立白河第五小学校

石川郡石川町立石川小学校 二本松市立川崎小学校 白河市立小田川小学校

石川郡浅川町立浅川小学校 本宮市立岩根小学校 白河市立関辺小学校

石川郡石川町立石川中学校 本宮市立和田小学校 白河市立表郷小学校

石川郡浅川町立浅川中学校 本宮市立白岩小学校 白河市立釜子小学校

浅川町学校給食センター 二本松市立二本松第二中学校 白河市立小野田小学校

西白河郡中島村立滑津小学校 二本松市立小浜中学校 白河市立大信小学校

西白河郡中島村立吉子川小学校 二本松市東部学校給食センター 白河市立東北中学校

西白河郡中島村立中島中学校 本宮市立白沢中学校 白河市立白河南中学校

中島村学校給食センター 本宮方部学校給食センター 白河市立表郷中学校

石川高等学校 郡山市立多田野小学校 白河市立東中学校

石川支援学校 郡山市立河内小学校 白河市立大信中学校

郡山市立安子島小学校 白河市学校給食センター

須賀川市立大東小学校上小山田分校 白河市大信学校給食センター

須賀川市立白方小学校 白河実業高等学校

所属名


